
項 目

第10部　手術

通則
（注：第3節の新設）

（注：新規手術の施設基準

の追加）

（注：手術の加算、減算の廃

止）

現 行

2　手術に当たって、薬剤　　一i→

　（別に厚生労働大臣が定

めるものを除＜。）又は

別に厚生労働大臣が定め

　る保険医療材料（以下こ

　の部において「特定保険

　医療材料」という。）を使

用した場合は、前号によ

　り算定した点数及び第3

　節若しくは第4節の各区

　分又は区分番号E400に

掲げるフィルムの所定点

　数を合算した点数により

算定する。

4　区分番号K181、K
　181－2、K190、K190－2、

　K328、K552、K552－2、

　K554からK554－3まで、

　K596－2、K599からK
600－2まで、K614－3、K

678、K697－5及びK768

　に掲げる手術について

　は、別に厚生労働大臣が

　定める施設基準に適合し

　ているものとして地方社

　会保険事務局長に届け出

　た保険医療機関において

　行われる場合に限り算定

　する。

5　区分番号KO11、KO20、

　KO53、KO76、KO79、K

O80－2、KO82、K106、K

　107、K109、K136、K
　151－2、K154、K154－2、

　K160、K167、K169から

幽

｛

一一 Q23一

改 正

2　手術に当たって、第3

節に掲げる医療機器等、

薬剤（別に厚生労働大臣

が定めるものを除く。）

又は別に厚生労働大臣が

定める保険医療材料（以

下この部において「特定

保険医療材料」という。）

　を使用した場合は、前号

　により算定した点数及び

　第3節、第4節若しくは

　第5節の各区分又は区分

番号E400に掲げるフィ

　ルムの所定点数を合算し

　た点数により算定する。

4　区分番号K131－2、K

134－2、K142－3、K181、

　K181－2、K190、K190－2、

　K328、K514－4、K548、

　K595－2、K597からK

600まで、K603、K604、

　K605－2、K605－4、K678、

　K697－5、K697－7、K
　709－3、K709－5、K768及

　びK843－2に掲げる手術

　については、別に厚生労

　働大臣が定める施設基準

　に適合しているものとし

　て地方社会保険事務局長

　に届け出た保険医療機関

　において行われる場合に

　限り算定する。

5　区分番号KO11、KO20、

　KO53、KO76、KO79、K

O79－2、KO80－2、KO82、

　K106、K107、K109、K

　136、K151－2、K154、K

　154－2、K160、K167、K



項　　　　　　　目 現　　　　　　行 改　　　　　　正

K171まで、K174からK 169からK171まで、K
178－2まで、K181、K190、 174からK178－2まで、K

K204、K229、K230、K 181、K190、K204、K229、

234からK236まで、K K230、K234からK236

244、K259、K266、K まで、K244、K259、K

277－2、K280、K281、K 266、K277－2、K280、K

319、K322、K327、K343、 281、K319、K322、K327、

K376、K395、K415、K K343、K376、K395、K

425、K427－2、K434、K 415、K425、K427－2、K

442、K443、K458、K462、 434、K442、K443、K458、

K484、K496からK498 K462、K484、K496、K

まで、K511、K512、K 496－2、K497、K498、K

514、K514－2、K518、K 511、K514、K514－2、K

519、K525、K526の2及 518、K519、K525、K
び3、K527、K529、K531、 526の2及び3、K527、K

K537、K537－2、K552、 529、K531、K537、K

K554、K588、K596、K 537－2、K546、K547、K

614、K614－2、K615、K 549、K552、K552－2、K

645、K677、K695（1歳 595、K597、K597－2、K

未満の乳児に対して行わ 645、K677、K695（1歳

れるものを除く。）、K 未満の乳児に対して行わ

702、K703、K756（1歳 れるものを除く。）、K

未満の乳児に対して行わ 702、K703、K756（1歳

れるものを除く。）、K 未満の乳児に対して行わ

764、K765、K779、K780、 れるものを除く。）、K

K801、K803（6を除 764、K765、K779、K780、

く。）、K818からK820ま K801、K803（6を除く。）、

で、K843、K850、K857、 K818からK820まで、K

K859（1を除く。）、K 843、K850、K857、K
889並びにK890－2に掲げ 859（1を除く。）、K889並

る手術並びに体外循環を びにK890－2に掲げる手

要する手術については、 術並びに体外循環を要す

別に厚生労働大臣が定め る手術については、別に

る施設基準に適合してい 厚生労働大臣が定める施

るものとして地方社会保 設基準に適合しているも

険事務局長に届け出た保 のとして地方社会保険事

険医療機関において行わ 務局長に届け出た保険医

れる場合は、当該手術の 療機関において行われる

所定点数にそれぞれ所定 場合に限り算定する。

点数の100分の5に相当

する点数を加算し、別に

厚生労働大臣が定める施

設基準に適合しているも

のとして地方社会保険事

務局長に届け出た保険医

療機関以外の保険医療機
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項　　　　　　　目 現　　　　　　行 改　　　　　　正

関において行われる場合

は、それぞれ所定点数の

100分の30に相当する点

数を減算する。

区分番号K528、K535、（注：手術の加算、減算の廃 6　区分番号K528、K535、 6

止（小児）） K590、K592、K594－2、 K583、K586の3、K587、

K684、K695、K751の3 K684、K695、K751の3

及び4、K751－2、K756並 及び4、K751－2、K756並

びにK773に掲げる手術 びにK773に掲げる手術

（1歳未満の乳児に対し （1歳未満の乳児に対し

て行われるものに限る。） て行われるものに限る。）

については、別に厚生労 については、別に厚生労

働大臣が定める施設基準 働大臣が定める施設基準

に適合しているものとし に適合しているものとし

て地方社会保険事務局長 て地方社会保険事務局長

に届け出た保険医療機関 に届け出た保険医療機関

において行われる場合 において行われる場合に

は、当該手術の所定点数 限り算定する。

にそれぞれ所定点数の

100分の5に相当する点

数を加算し、別に厚生労

働大臣が定める施設基準

に適合しているものとし

て地方社会保険事務局長

に届け出た保険医療機関

以外の保険医療機関にお

いて行われる場合は、そ

れぞれ所定点数の100分
L

の30に相当する点数を減

算する。

幽 区分番号K132、K138、（注：新生児又は3歳未満 （新設） 7

の乳幼児（新生児を除く。） K145、K147、K149、K
1

に対する手術評価の見直 150、K151－2、K154から

し、極低出生体重児に対す 藍 K155まで、K163からK

る手術の評価）
1

164－2まで、K166、K169、

K172からK174まで、K

178、K180、K191、K192、
1

K239、K241、K243、K
1 245、K259、K261、K268、

K269、K275からK282
まで、K346、K386、K

393の1、K397、K398の
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項　　　　　　　目 現　　　　　　行 改　　　　　　正

2、K425カ・らK426－2ま

で、K511の3、K519、K

528、K535、K554からK

558まで、K562からK
572まで、K573の2から

K587まで、K589からK

591まで、K601、K610の

1、K633の4、K636、K
639、K644、K664、K666、

K674、K684、K716の1、

K726、K729、K734、K

751の1及び2、K751－2、

K775並びにK805に掲げ

る手術を手術時体重が

1，500グラム未満の児又

は新生児（手術時体重が

1，500グラム未満の児を

除く。）に対して実施す

る場合には、それぞれ当

該手術の所定点数の100

分の400又は100分の300

に相当する点数を加算す

る。

8　3歳未満の乳幼児に対（注：新生児又は3歳未満 7　新生児又は3歳未満の

の乳幼児（新生児を除く。） 乳幼児（新生児を除く。） して手術（区分番号K

に対する手術評価の見直 に対して手術（区分番号 618に掲げる中心静脈栄

し） K618に掲げる中心静脈 養用埋込型カテーテル設

栄養用埋込型カテーテル 置及びK914に掲げる脳

設置を除く。）を行った 死臓器提供管理料を除

場合は、当該手術の所定 く。）を行った場合は、当

点数にそれぞれ所定点数 該手術の所定点数に所定

の100分の200又は100分 点数の100分の100に相当

の50に相当する点数を加 する点数を加算する。た

算する。 だし、前号に規定する加

算を算定する場合は算定

1

しない。

9　区分番号K293、K294、8　区分番号K293、K294、

K314、K343、K374、K K314、K343、K374、K

376、K379、K394、K410、
1

376、K394、K410、K412、

K412、K415の2、K422、 K415、K422、K424、K

K424、K425、K439、K 一

425、K439、K442の2及

442の2及び3、K455、K び3、K455、K458並びに
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項 目

（第3節特定医療機器加算

の新設による見直し）

（第3節特定医療機器加算

の新設による見直し）

現 行

458並びにK463に掲げる

手術については、区分番

号K469に掲げる頸部郭

清術を併せて行った場合

は、所定点数に片側の場

合は4，000点を、両側の

場合は6，000点を加算す

る。

9　脊椎、脊髄又は大動脈

瘤の手術に当たって、脊

髄誘発電位測定を行った

場合は、所定点数に
3，000点を加算する。

改 正

10　胸腔鏡下又は腹腔鏡下

　による手術に当たって、

　超音波凝固切開装置を使

　用した場合は、所定点数

　に2，000点を加算する。

→

K463に掲げる手術につ

いては、区分番号K469

に掲げる頸部郭清術を併

せて行った場合は、所定

点数に片側の場合は
4，000点を、両側の場合

は6，000点を加算する。

（第3節へ移動）

一1→　　（第3節へ移動）

13　入院中の患者以外の患　一1→

　者に対し、緊急のために、

　休日に手術を行った場合

　又はその開始時間が保険

　医療機関の表示する診療

　時間以外の時間若しくは

　深夜である手術を行った

　場合の手術料は、それぞ

　れ所定点数の100分の80

　又は100分の40若しくは

　100分の80に相当する点

　数を加算した点数により

　算定し、入院中の患者に

　対し、緊急のために、休

　日に手術を行った場合又

　はその開始時間が深夜で

　ある手術を行った場合

　は、それぞれ所定点数の

　100分の80に相当する点

　数を加算した点数により

　算定する。ただし、区分

　番号AOOOに掲げる初診

12　入院中の患者以外の患

　者に対し、緊急のために、

　休日に手術を行った場合

　又はその開始時間が保険

　医療機関の表示する診療

　時間以外の時間若しくは

　深夜である手術（区分番

　号K914に掲げる脳死臓

　器提供管理料を除く。）

　を行った場合の手術料

　は、それぞれ所定点数の

　100分の80又は100分の40

　若しくは100分の80に相

　当する点数を加算した点

　数により算定し、入院中

　の患者に対し、緊急のた

　めに、休日に手術を行っ

　た場合又はその開始時間

　が深夜である手術を行っ

　た場合は、それぞれ所定

　点数の100分の80に相当

　する点数を加算した点数
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項 目 現 行

料の注5のただし書に規

定する保険医療機関に

あっては、その開始時間

が同注5のただし書に規

定する時間である手術を

行った場合は、所定点数

の100分の40に相当する

点数を加算する。

改 正

により算定する。ただ

し、区分番号AOOOに掲

げる初診料の注4のただ

し書に規定する保険医療

機関にあっては、入院中

の患者以外の患者に対

し、その開始時間が同注

4のただし書に規定する

時間である手術を行った

場合は、所定点数の100

分の40に相当する点数を

加算する。
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